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再生可能資源に対する所有権の内生的行使と
オープンアクセス化の国際的伝播

神 事 直 人＊

Ⅰ はじめに

再生可能資源の違法採取は，それらの資源の持続可能性を脅かす危険な脅威である。例えば，森
林の場合，過去 30 年以上にわたって講じられてきた様々な違法伐採対策によりある程度の改善は
みられるものの，依然として違法伐採は森林破壊の大きな原因となっている（Lawson, 2014）。
Lawson（2014）によれば，2000 年～2012 年の間に起きた熱帯林の森林破壊の少なくとも3分の1
は森林の違法な転用による。同じ期間にブラジルで起きた森林破壊の 90％が違法活動によるもの
であり，インドネシアでも 80％が違法な要因によると報告されている。

FAO（2020）によれば，世界全体の森林面積は 1990 年には約 42 億 3600 万 ha あったが，2020
年には約 40 億 5900 万 ha まで減少した。森林面積の年平均減少量は，1990～2000 年の間は 784 万
ha（率にして-0.19％）だったが，その後，2000～2010 年は 517 万 ha（－ 0.13％），2010～2020
年は 474 万 ha（－ 0.12％）と低下傾向にはあるものの，森林面積の減少を食い止めるには至って
いない。特にアフリカでは，2010～2020 年の 10 年間で，森林面積の減少速度が過去最大になって
いる。他方，違法伐採や違法材の貿易に関する正確な統計をつかむのは難しいが，例えば，Sene-
ca Creek（2004）は，1990 年代から 2000 年代初頭の統計として，世界の丸太の生産の約8％（1
億 3100 万 m3），製材の生産の6％（2520 万 m3），合板の生産の 17％（1000 万 m3）について，違
法性が高いと報告している。また，Hoare（2015）は，2013 年時点で，ブラジルで生産される熱帯
材の 50％以上，インドネシアで生産される木材の約 60％，ラオスで生産される木材の約 80％が違
法なものであるという推計を示している。違法材の貿易に関して Hoare（2015）は，2000 年
～2013 年の間に，主要な木材加工・消費国 10 カ国１)の輸入に占める違法材の割合は，ほぼ9％で
推移しているという推計を報告している。しかし，これら 10 カ国が輸入した違法材の量（推計）
は，2000 年には 4600 万 m3（額にして 95 億ドル）だったが，その後，世界金融危機の影響で
2008～09 年に落ち込んだものの，2010 年以降にまた輸入量が増加し，2013 年には 6000 万 m3

（173 億ドル）にまで増加した。違法材の主要な輸出国はインドネシア，ロシア，マレーシア，ブ
ラジルの4カ国で，これらの国から輸出された違法材の多くは中国で加工されている（Hoare,
2015）。2000 年以降，中国の木材輸入も輸出も大幅に増加し，特に国内市場の拡大により，輸入量
の増加は著しい。そのため，違法材の輸入も 2000 年の 1700 万 m3から 2013 年の 3300 万 m3へとほ

＊ 京都大学大学院経済学研究科教授
1) 木材の主要な加工・消費国 10 カ国とは，中国，フランス，インド，日本，韓国，オランダ，タイ，英国，米

国，ベトナムである。

再生可能資源に対する所有権の内生的行使とオープンアクセス化の国際的伝播 121経済論叢（京都大学）第 195 巻第4号，2021 年 11 月



ぼ倍増した。日本をはじめ，多くの主要輸入国において，この間に違法材の輸入量は減少または同
程度に保たれてきたのに対して，大幅に増加したのは，中国のほか，インド（2000 年の 100 万 m3

から 2013 年の 400 万 m3へ増加）とベトナム（2000 年の 100 万 m3から 2013 年の 200 万 m3へ増
加）である。

こうした違法な資源の採取は，それが「違法」であるだけでなく，さらに重要な点として，資源
の過剰採取を引き起こす。違法な採取者は近視眼に行動する者が多く，資源の持続可能な利用を考
慮しない。そのため，違法な採取者は資源の力学を考慮に入れずに，当期の利益を最大化しようと
する。その結果，資源の所有者が所有権を行使しない場合，違法な採取者が資源を採取すること
で，よく知られている「オープンアクセス」の状況になる。

再生可能資源の持続可能な利用という観点からは，国々が異なる資源ストックから採取している
としても，ある国で再生可能資源がどのように管理されているかが他の国での資源の管理に影響を
与える可能性がある。これは，ある国の資源管理体制がその資源の世界価格に影響を与える可能性
があり，他国で所有権を行使するかどうかの決定は，世界価格の変化によって変更される可能性が
あるからである。所有権が行使された状態で供給される資源財の量よりもオープンアクセスの下で
供給される量の方が多いので，資源財の世界価格は下方の圧力に直面する２)。資源財の価格が低下
することは，所有権の行使に費用がかかる場合には，他国の資源所有者が所有権を行使する誘因を
低下させる一方で，安い価格はオープンアクセスでの採取の誘因も低下させる。もし所有権行使の
誘因を低下させる影響が支配的なものである場合は，これらの国ではオープンアクセスによる採取
が増加すると考えられる。

このような背景を踏まえて，本稿の主な目的は，国際経済学の標準的な理論モデルを用いて，再
生可能資源に対する所有権の行使の問題を分析することである。この目的を達成するために，再生
可能資源を含む国際貿易のモデルとして標準的なモデルを用いる（Brander and Taylor, 1997a, b,
1998）。このモデルは高度に定型化されているため，その分析から示される結果は，魚，森林，野
生生物などの幅広い範囲の再生可能資源に適用することができる。このモデルは，再生可能資源が
入ったリカード型の貿易モデルである。重要な点として，再生可能資源に対する所有権の行使が内
生的に決定される。所有権行使の費用が固定費用としてかかることを仮定すると，資源所有者は，
所有権行使の費用が相対的に高ければ所有権を行使しないことを選択する可能性がある。所有権が
行使されない場合は，その資源はオープンアクセスの状態になる。所有権行使の費用が固定費用で
あるため，資源所有者の選択は所有権を完全に行使するか全く行使しないかの二者択一になる。可
変的な所有権行使費用を想定して，中間的な水準の所有権行使を許容する方が現実的である一方
で，固定的な所有権行使の費用を仮定することは，分析を単純化し，結果を明確に示す上で有用で
ある。

オープンアクセスの収穫により，経済に2種類の歪みが生じる。一つめは，静的な歪み，すなわ
ち，資源部門への過剰参入によるレントの消失である。これは「共有地の悲劇」というよく知られ
た現象に対応するものである（Hardin, 1968; Ostrom, 1990）。二つめの歪みは，収穫者の近視眼的
な行動による資源ストックの枯渇という動的なものである。

2) 世界林産品モデル（GFPM）によるシミュレーションでは，世界の木材製品の価格は違法伐採により平均7％
-10％減少することが示されている（Seneca Creek, 2004）。
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本稿では，小国開放経済のケースと資源財を輸出する複数の大国のケースについて分析を行う。
分析の出発点は，所有権が行使された自由貿易における定常状態での均衡である。その定常均衡
が，外生的なショック（例えば，世界価格の変化）によってどのような影響を受けるのかを分析す
る。

本稿における主な結果は以下の通りである。第一に，小国開放経済のケースにおいて，あるパラ
メータの範囲では，資源財価格の低下が，定常状態での資源ストックの減少と資源財の産出量の増
加をもたらす。この直感に反する結果は，資源の管理体制が所有権の行使された状態からオープン
アクセスに切り替わることによって生じる。資源財の長期供給曲線は，オープンアクセスの下で
は，一般的には後屈曲線（Clark, 1990; Copes, 1970）であるため，管理体制の切り替えがなくても
同様の結果が得られる可能性がある。しかし，管理体制の切り替えがないときは，資源財価格の下
落によって資源財の供給量が増える場合，資源ストックの増加を伴うことになる。したがって，資
源財価格の下落によって資源ストックが減少して供給量が増加するという結果は，管理体制が切り
替わる場合に特有のものである。資源財価格の低下はオープンアクセスの採取に対する誘因も低下
させるので，資源ストックが減少して資源財の産出量が増加するためには，資源管理体制の切り替
えによる効果がオープンアクセスの採取に対する誘因を低下させる効果を上回らなければならな
い。第二に，資源財を輸出する複数の大国が存在する場合，ある国で所有権行使の費用が上昇する
ことにより，その国の資源管理体制が所有権の行使からオープンアクセスに切り替わると，それに
よって他国の資源管理体制の切り替えを引き起こすことがある。これは，オープンアクセス化の国
際的な伝播と捉えることができる。この結果は，さまざまな可能性のうちの1つにすぎないが，現
実の問題に対して重要な含意を示すものである。

国際貿易と再生可能資源の研究分野において，本稿の分析に関連した先行研究をいくつか挙げる
ことができる。この分野における初期の研究では，たとえば Brander and Taylor（1997a, b, 1998）
において，資源の管理体制（私的所有権やオープンアクセス）は外生的に決まっていることが仮定
されている。Chichilnisky（1993, 1994）や阿部（2000, 2007），Jinji（2007）などの研究でも，資源
の管理体制は外生的に扱われている３)。他方，Francis（2005）は，本稿と同様に，所有権の行使
を内生的に扱っている。また，本稿と同様に，所有権を行使する場合の固定費を考慮している。し
かし，彼が焦点を当てているのは体制の切り替えによる経済厚生に対する効果であり，違法な採取
の国際的な伝播の可能性については分析していない。Hotte et al.（2000）もまた，所有権の行使を
内生化している。彼らのモデルでは，所有権行使の費用は，所有権を行使する水準とともに上昇
し，所有権行使の水準は完全な所有権行使から完全なオープンアクセスへと連続的に変わりうる。
彼らの分析によれば，所有権が行使される限り，資源の所有者は常に違法な採取者の参入を阻止す
る水準まで（合法的な）採取を行うことを選択するため，資源が対称的である限り，合法的に採取
された資源財と違法に採取された資源財が同時に供給されることはない。

3) Chichilnisky（1994）や阿部（2000）は，環境資源に対して，先進国では私的所有権が設定されているのに対
して，途上国ではオープンアクセスになっていることを仮定して，2国における外生的な管理体制の違いが各国
の比較優位構造を決定するモデルにおいて，貿易パターンや貿易利益の分析を行っている。さらに，Chichilnis-
ky（1993）はそのモデルを動学化して，明示的に再生可能資源を導入したケースを分析しているのに対して，
阿部（2007）は消費者の需要のパターンによって，2国間の管理体制の違いが貿易パターンや貿易利益に与える
影響がどのように異なるのかを分析している。
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さらに，Jinji（2006）は，資源の環境容量（自然の状態で達成可能な最大の資源ストック量）を
内生化することで，Brander-Taylor モデルを拡張している。彼は，環境容量が土地などの「基本
資源」に依存して決まることを明示的にモデル化している。この枠組みでは，資源財の価格が下落
すると，低下した価格により資源部門から労働力が奪われるだけでなく，土地の投入量も資源部門
から奪われることになるため，資源ストックの減少が起きる可能性がある。この結果は，本稿での
結果と同じように見えるかもしれないが，価格の下落によって資源ストックのレベルが落ちてもそ
の後に収穫が増加することはなく，本稿の結果とは異なる。

De Meza and Gould（1987, 1992）もまた，所有権を行使することの影響を分析している。De
Meza and Gould（1987）は，後屈供給による再生可能資源のケースを含めて，いくつかの分析的
に異なる事例において，オープンアクセスを私的所有権に変えることによる経済厚生の改善を示し
ている。De Meza and Gould（1992）は，所有権行使の費用を考慮に入れて所有権の行使を行う私
的決定について分析し，その決定の社会的効率性について考察している。彼らの分析によれば，地
理的に離れた資源が存在する状況で，所有権を行使するか否かが私的に決定されると，所有権行使
の費用の程度によって，社会的に効率的な水準の所有権行使の水準と比べて，その水準を上回る行
使が行われる場合もあれば，下回る場合もある。つまり，所有権の私的行使は社会的に非効率的で
ある可能性があるが，非効率の方向は過剰なことも過少なこともある。本稿では厚生分析は行わな
いため，彼らの分析は，所有権の私的行使の規範的側面を示したという意味で，本稿の分析を補完
する研究として位置づけることができる。

本稿と最も近い動機に基づいて分析を行っている研究として，Copeland and Taylor（2009）を
挙げることができる。彼らは，再生可能資源を豊富に有している国について，所有権を行使する政
府の能力や，資源の成長能力，資源を採取する技術水準などに関する条件によって，3種類に分類
している。具体的には，所有権を行使する能力が低いために，常に資源がオープンアクセスの状態
になっているような国と，所有権行使の能力をある程度もっており，資源の管理が行えるものの，
最適な管理まではできず，資源財の価格次第ではオープンアクセスに陥ってしまうような国，最適
な資源管理ができるほど強い所有権行使能力を持つ国の3種類である。しかし，3番目のタイプの
国であっても，資源財の価格が非常に低いときには，オープンアクセスの状態に陥る可能性はあ
る。そのような異なるタイプの資源財輸出国に対して，貿易自由化によって資源財の国際価格が上
昇したときに，資源の管理体制の内生的な変化の有無や貿易利益の有無について分析し，2番目と
3番目のタイプの国であれば，貿易自由化前にはオープンアクセスであっても，貿易自由化によっ
て資源の管理体制が改善される場合があることを示している。しかし，本稿で示しているような，
ある国で資源の管理体制が悪化（オープンアクセス化）することで，それが他国にも伝播する可能
性については考察されていない。

本稿の構成は次の通りである。第2節ではモデルを設定する。第3節では，小国開放経済のケー
スについて分析する。第4節では，資源財の輸出大国が世界に複数存在するケースについて分析す
る。第5節で本稿の結論を述べる。
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Ⅱ モデル

1 基本モデルの設定
本稿では，Brander and Taylor（1997a, b, 1998）が構築した，再生可能資源が入ったリカード型

貿易モデルを用いる。S（t）が時間 t における再生可能資源ストックの大きさを表すものとし，S
（0）＝ S0を初期時点のストックの大きさとする。時間 t における資源ストックの変化率は，dS/dt
＝ G（S（t））－ H（t）によって表される。ここで，G（S（t））は再生可能資源の自然成長率を
表し，H（t）は資源の収穫率を表す。以下では，時間 t は省略する。先行研究で一般的に用いられ
てきたように，本稿では G（S）＝ rS（1―S/K）によって表される G（S）の特定の関数形を使用
する。ここで，r は資源固有の成長率，K は環境容量と呼ばれる，当該資源の最大ストック量をそ
れぞれ表す。本稿ではこの再生可能資源を「森林」と呼び，資源の採取活動を「伐採」と呼ぶこと
にする。しかし，分析結果の適用範囲は森林に限定されるものではなく，幅広い再生可能資源に適
用可能である。

財には，再生可能資源からの収穫物である木材 H と，製造品 M の2つがある。財 M はニュメ
レール財として扱われる。労働 L は，資源ストックを除いては，唯一の生産要素である。財 M は
労働を使って規模に関して収穫一定の技術で生産される。1単位の労働から1単位の財 M が生産
されると仮定する。すなわち，

M ＝ LM （1）

である。ここで，LMは製造業に従事する労働量を表す。一方，木材の生産（つまり，森林の伐採）
は，Schaefer 型生産関数で与えられる。すなわち，

H ＝ αSLH （2）

である。ここで，α は正の定数，LHは林業部門に従事する労働量である。
dS/dt ＝ 0 または G（S）＝ H のときに定常状態となる。G（S）と（2）式で与えられる H を等
号でつないで S について解くと，S ＝ 0 または Sss＝ K（1 － αLH/r）が得られる。定常状態にお
ける資源ストックが正であるときの財 H の収穫は，（2）式に Sssを代入することで得られ，

Hss＝ rK（1 － αLH/r）LH （3）

である。

2 所有権の内生的行使
代表的な森林所有者は，所与の木材の価格と賃金において，森林から得られる定常状態でのレン

トを最大化する４)。代表的な森林所有者は，所有権を行使するかどうかを決定する。所有権の行使
には費用がかかる。Francis（2005）と Jinji（2006）にならって，本稿では，所有権は，一定数の
労働者 LRを雇用して森林へのアクセスを制限することにより完全に行使することができると仮定

4) 森林所有者は数十年後の将来の利益を考慮して植樹や伐採の決定を行うので，この仮定は，林業分野において
より妥当なものとなる。
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する５)。林業部門のレントである πHは

π=pH－wL－L （4）

によって与えられる。ここで LEと LRはそれぞれ伐採と所有権行使のために合法的に雇用された
労働の投入量である。定常状態におけるレント π

 は，定常状態における財の価格 pssと賃金 wssを
それぞれ（4）式に代入することで得られる。森林所有者は，（2）式と Sss＝ K（1 － αLH/r）の
制約の下で条件π

を最大化する。内点解を仮定すると，一階条件より，所有権が行使される下で，
所与の pssに対する最適な雇用量と定常状態における最適な森林ストック S は

L
p=r2α1－wαKp, （5）

S
p=K2＋w2αp （6）

となる。ここで，上添字の R は，所有権行使の下での変数を示す６)。（5）－（6）式を（2）式
に代入すると，所有権行使の下での木材の定常的な供給は

H
=rαpαKp＋wαKp－w4αKp （7）

となる。H
の一般的な曲線とそれに対応するS

はそれぞれ図1の右側と左側に図示されている。
財 H の収穫量は，原点から右方向に示され，資源ストックは原点から左方向に示されている。

SRss

S K 0

HRssSOss

2/αK

1/αK

rK/4 HK/2

px

HOss
p

図1：2つの資源管理体制下における定常状態での木材の供給曲線と森林
ストック

分析を簡単かつ明確にするために，本稿では定常状態の分析に焦点を当てる。言うまでもなく，
移行経路に沿った市場均衡や厚生に対する政策や外的ショックの影響を分析することに関心がある

5) つまり，所有権行使の費用は，財 M の単位で測った MR ＝ LRに等しい。
6) これは Brander and Taylor（1997b）の「保護主義の国」の場合と本質的に同等である。
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場合には，このような分析は非常に限定的なものになる。それにもかかわらず，筆者はこの種の分
析は有用であると考える。それは，森林や魚などの自然資源の収穫と保護は長期的な視点で考える
必要があり，また経済的余剰の現在価値を最大化することの分析から得られる結果は，定常状態に
おける結果に限れば，本稿で示したものと定性的には同じであるからだ。Brander and Taylor

（1997b）も，この種の分析がどのように正当化されるかを論じている。
（5）－（6）式を（4）式に代入すると，最大化された林業部門の定常状態でのレントは次の

ようになる７)。

π
*=rααKp－w


4αKp－L （8）

森林の所有者が所有権を行使するのはπ
*≥0のときであり，またそのときだけであると仮定する。

内点解の条件はL
`<L－L すなわち r2α1－1αKp`<L－L であることに注意する。本稿

における分析全体において，この条件が満たされることを仮定することにより，所有権が行使され
るときは常に内点解になる。そうなると，所有権が行使される場合は常に経済は2財とも生産する
不完全特化になり，w ＝ 1 が成立する。また，L ＞ r/α が成立することを仮定することで，定常状
態において経済が財 H に完全特化する可能性を排除する。

森林所有者が所有権を行使しないと，オープンアクセスの状態になる。オープンアクセスの下で
は，木材の伐採量は，代表的な伐採者の当期の利潤がゼロになる自由参入条件の下での利潤最大化
によって決定される。必要条件より

p ＝ w/αS （9）

が得られる。したがって，所与の pss に対するオープンアクセスの下での S の定常的なレベルは

S
 p=wαp （10）

である。ここで，上添字の O はオープンアクセスの下での変数を示す。S
は図1の左側に示され

ている。すでに示したように，定常状態でのストックレベルはS=K 1－αLr となり，定常状
態でのオープンアクセスにおける（違法）伐採者の数LはL=rα1－SK となる。これと

（10）式を（2）式に代入すると，定常状態におけるオープンアクセスの下での木材の供給は

H
p=rwαp1－wαKp （11）

となる。よく知られているように，オープンアクセス下での再生可能資源の定常供給曲線は図1の
右側にあるH

で図示されているように後屈曲線（Clark, 1990; Copes, 1970）となる。
図1に示されているように，H

p=H
 pを満たすp>`1αKとしてpを定義する。つまり，

pは，所有権行使の下での供給と，オープンアクセスの下での伐採が後屈曲線の部分で行われる場
合の供給を等しくさせる価格である。なお，H

とH
はそれぞれ（7）式と（11）式で与えられ

る。（7）式と（11）式を等号で結ぶとp=2w＋1αKが得られる。定常状態においてオープン
アクセスの下で経済が不完全特化していると，w=1となるため，p=3αKとなる。

また，p をπ
*p =0，すなわち，森林所有者が所有権を行使するか否か無差別となるような，

7) Francis（2005）が示しているものと同じであるが，彼は政府がレントを最大化することを仮定している。
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定常状態での木材価格と定義する。（8）式からdH
*dp`>0が成立することを容易に示せる。し

たがって，p≥p に対しては所有権が行使されるが，p`<p にときは行使されない。行使のコ
ストが低いと，pもまた低くなる。さらに，p =pであるということは，所有権行使の下での伐
採量がオープンアクセスの下でのものと同じとき，所有権を行使する費用がπ

*p =0となる水準
にあることを意味する。したがって，本稿では，p `<pとなるケースを「低行使費用」のケー
ス，p ≥pとなるケースを「高行使費用」のケースと呼ぶ。行使費用が低（高）水準というのは，
LRの値が低い（高い）ことを指す。

内生的な所有権の行使を考慮に入れて，低行使費用と高行使費用のケースにおける木材の定常状
態での供給曲線の一般的な例を図2（a）と（b）にそれぞれ図示する８)。図2にあるように，2つ
のケースの主な違いは，供給量が不連続的に変化する閾値の価格において，低行使費用のケースで
は供給量が下方にジャンプするのに対して，高行使費用のケースでは上方にジャンプする。

px px

p̅

p̅

2/αK 2/αK

1/αK 1/αK

0 0rK/4 rK/4H H

Hss Hssp p

図2：2つのケースにおける定常状態での木材の供給曲線

（a） 低行使費用のケース （b） 高行使費用のケース

Ⅲ 小国開放経済

本節では，木材を輸出する小国開放経済のケースについて分析する。この経済において所有権が
行使されるような世界価格と所有権が行使されないような世界価格の2つの異なる価格水準を考え
る。

さて，この経済で所有権が行使される木材の（外生的な）世界価格を pとする。すなわち
p>`p である。また，S

 p>`K2でH
p=H

 pとなる価格pがある。つまり，pは，オー
プンアクセスの下で定常状態における木材の伐採量と定常状態での森林ストックのレベルが，所有

8) 図2（a）において，p はp `>2αKとなることが示されている。しかし，低行使費用のケースではp <`2αK

の場合もある。
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権行使の下でpのときの水準と等しくなる価格であり，

p=2pαKp＋1 （12）

である。定義により，p`<p である。木材価格の変化は，森林所有者が所有権を行使する誘因と
労働者がオープンアクセスでの伐採に従事する誘因の両方に影響する。世界価格がpからpに低
下すると，森林所有者が所有権を行使する誘因が低下し，森林所有者は所有権を行使しないことを
決断する。しかし，木材価格の下落によりオープンアクセスでの伐採に従事する労働者の数もまた
減少する。価格がpからpに変化した場合，所有権行使の誘因が低下する効果と，オープンアク
セスでの伐採に従事する労働者の誘因が低下する効果が，ちょうど互いに相殺される，その結果，
定常状態における伐採量と森林のストックの水準は価格変化の前後において同じになる。価格が
p`<pの場合，オープンアクセスの伐採を低下させる効果が所有権行使を低下させる効果を上回る
ため，図3に示すように，定常状態での伐採量は減少し，定常状態での森林ストックは増加する。
他方，価格が p∈p, p  の場合は，所有権行使を低下させる効果が，オープンアクセスの伐採を
低下させる効果を上回り，定常状態での森林ストックは減少する。しかし，定常状態での伐採量へ
の影響はケースによって異なる。低行使費用のケースでは，p∈p, p の価格において，定常状態
での伐採量は増加する。高行使費用のケースでは，（13）式で定義する pについて，価格が
p∈p, pの場合にのみ定常状態での伐採量が増加する。

pW

pc

px

p̅ss

1/αK

0K/2 rK/4S K H

Sss
Hssp

図3：低行使費用のケースにおける定常状態での木材の供給曲線と森林ス
トック

世界価格がp`>pの場合，S
 p`<K2でH

p=H
 pとなるような価格pが存在する場合

があり，

p=2wpαKp－1 （13）

である。価格がpからpに変化すると，定常状態での伐採量は変化しない。しかし，pの場合と
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は異なり，図4に示すように，定常状態でのストックはpよりもpの方が低い。

pW

pc

px

pd

p̅ss

1/αK

0K/2 rK/4S K H

Sss
Hssp

図4：高行使費用のケースにおける定常状態での木材の供給曲線と森林ス
トック

そこで，p<`p となる別の世界価格pを考えてみる９)。モデルの外で決まることではあるが，
木材の世界価格が低くなるのは，木材に対する世界的需要が低いからである。このとき，p<`p 

であるから，森林所有者は所有権を行使せず，経済はオープンアクセスの状態となる。このとき，
ある条件下では，森林の管理体制の切り替えにより，木材供給の増加と森林ストックの減少がもた
らされる。図2に示したように，高行使費用のケースでは，p において，価格の上昇により木材
の供給量は上方にジャンプする。したがって，pと pがp に十分に近い場合，価格の下落によ
り，財 H の定常状態での供給量は低下することになる。より正確には，高行使費用のケースでは，

（a）p>`p，（b）p<`p<`p，（c）p<`pの3つの場合が考えられる。定常状態での木材の
生産が増加するのは（b）の場合だけであり，定常状態での森林のストックは（a）と（b）で減少
する。

以上の結果をまとめたのが次の命題1である（証明は付録に示す）。

命題1 p>`p >`pであるような2つの（外生的な）世界価格pとpを考える。（i）定常状態
において，p`>pかつp >`pでなければ，pよりもp`>pのときの森林ストックは低く財 H
の産出量は大きくなる。（ii）高行使費用のケースでは，p<`p<`pであれば，pよりもpのと
きに定常状態での財 H の産出量は大きくなる。

低行使費用のケースでは，変化が起こる前後での価格の差が大きすぎない限り，木材価格の下落
により定常状態での森林のストックが減少し，木材生産が増加することを命題1は示している。一

9) 初期の資源ストックレベルはこれらの2つのケースで同一であると仮定する。
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方，高行使費用のケースでは，pが高くなるにつれて，木材価格の低下によって財 H の定常状態
での供給が増加することは起きにくくなる。これは，図4に示すように，pが高くなるにつれて，
pとpが近くなるからである。

本節では，多くの可能性のあるケースの中から興味深いものに限定して分析してきた。命題1の
結果が必然的であるとか，起こりやすいということでは必ずしもないことに注意されたい。あくま
でも，興味深いケースの存在を示したにすぎない。

Ⅳ 木材の輸出大国

次に，木材の輸出大国のケースについて分析する。ここでは，木材を輸出する大国が n 国ある
場合を考える10)。世界の残りの国は木材を輸入し，これらの n 国の木材輸出国に対して製造品 M
を輸出している。簡略化のために，木材輸入国には森林がないと仮定する。また，所有権の行使費
用を除いて木材輸出国の n 国の条件は同一であると仮定する。最も単純な場合で，n=2とする11)。
L を国 i（i=1, 2）において所有権を行使するための費用とする。一般性を失うことなく，
L`>Lであると仮定する。

ここで，p を i 国の森林所有者が所有権を行使するか否かが無差別である定常状態での価格とす
る。各国において，森林の管理体制が切り替わる閾値の価格はπ

*=0（（8）式）で決まるから，
L>`Lはp >` p となることを示唆する。なお，初期の森林ストックSとL以外の全てのパラ
メータが両国で等しく，両国とも同一価格に直面することを仮定している。

前節で示したように，高行使費用の条件の下では，木材価格の低下によって木材の伐採量が増加
することにはなりにくい。したがって，本節では，低行使費用のケースに焦点を当てる。より正確
には，p>` p が成りたつ場合を考えている。これは，低行使費用のケースの条件が全ての木材輸
出国において成立することを意味する。

1 自由貿易下での定常状態での均衡
定常状態での世界の木材供給量H

 pは，H
p（（7）式）とH

 p（（11）式）の組み合わせ
により，次のようになる。

H
 p=

2H
p， for p ≤p，

H
p＋H

p， for p ≤p<` p ，
2H

p， for p<` p 

（14）

世界の木材需要をH pで表す。H pは通常の需要と同様に価格に対して右下がりで，かつ需
要がゼロになるような価格と資源の成長に対して需要が飽和するような消費水準があることを仮定
すると，以下の命題が得られる。

10) ここでは，個々の資源ストックが別々の国に存在すると仮定して分析を行う。しかし，すべての資源ストック
が1つの国に集中している場合を考えても，資源所有者がプライステイカーとして行動する限り分析の本質は変
わらない。

11) この分析は，n カ国の輸出国の一般的なケースに容易に拡張することができる。
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命題2 H 1αK >`0, lim


H p`<nrK4, およびdH pdp`>0を仮定する。このとき，（i）
定常状態の均衡が存在する。（ii）定常状態において複数均衡が存在する可能性がある。（iii）
H p －ε`>H

 p －εであってε`>0が十分小さいとき，p>` p において均衡が存在する。（iv）
H p `<H

 p のとき，p<` p において均衡が存在する。

この命題により，定常状態での均衡が必ず成立する。H
 pがp とp において不連続であるので，

複数の均衡が成立する場合がある。この命題の（iii）では，閾値の価格よりも少しだけ低い価格で
需要が供給を上回るとき，均衡はその閾値の価格よりも高い価格において存在しなければならな
い。一方，命題の（iv）では，閾値の価格において需要が供給を下回るとき，均衡は閾値の価格よ
りも低い価格で存在しなければならないことが示されている。

この状況を図5に図示する。定常状態での世界の木材供給量は，p とp で不連続となっている
H

で示される太い曲線で描かれている。この定常状態での世界の木材供給曲線は，各国の定常状
態での木材供給曲線の適切な部分を組み合わせて作成することができる。図5では，所有権行使の
下とオープンアクセスの下での定常状態での木材供給曲線は，細い曲線で示されている。世界価格
p 以下の価格では，どちらの国でも所有権は行使されない。したがって，この価格での世界の木
材供給曲線は，オープンアクセスの下での2つの供給曲線を水平方向に合わせて作成する。p と
p の間の価格については，国2では所有権が行使されるが，国1では行使されない。したがって，
この部分の世界の供給曲線は所有権の行使の下とオープンアクセスの下での供給曲線を水平方向に
合わせることによって得られる。最後に，p 以上の価格では，所有権は双方の国で行使される。
したがって，この部分の世界供給曲線は所有権の行使の下での2つの供給曲線を水平方向に合わせ
ることによって得られる。

px

p

p̅2

p̅1

1/αK

0 rK/4 rK/2 H

g f

d
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b
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HWss

D
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図5：木材を輸出する2大国のケース：低行使費用の場合

他方，世界の木材需要であるH pは，図5において D で示されている。世界の木材需要の4
つの例が D，D′，D′′，D′′′で描かれている。世界の需要が D である場合，定常状態での均衡は
点 a であり，ここでは両方の輸出国において所有権が行使される。世界の需要が D′か D′′の場合
は，図にあるように複数の均衡が成立することになる。両国において所有権が行使されるか（点 b
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または e のように），国2だけが所有権を行使し，国1ではオープンアクセスになるか（点 c のよ
うに），または両国において所有権が行使されないか（点 d または f のように）のいずれかである。
世界の需要が D′′′の場合，定常状態での均衡は点 g で唯一成立し，双方の国がオープンアクセス
下で木材を供給する。

複数の均衡が成立する場合，p∈1αK , 2αkとp∈［p , ∞）の範囲での各均衡は，定常状態で
の均衡価格からの少しの価格上昇によって超過供給になる一方で，定常状態での均衡価格からの少
しの価格低下により超過需要が発生するという意味で，局所的に安定している。また，
p∈2αk,p の範囲での均衡は，H

pの後屈曲線の部分により世界の供給曲線が右下がりになる
可能性があるため，不安定になる可能性がある。以下の分析では，安定した均衡に焦点を当てる。

2 オープンアクセス化の国際的伝播
輸出国が2カ国の場合，最大で3つの均衡がある。均衡 Ej, j ＝1，2，3における定常状態で

の均衡価格をpとする。価格はp>`p>`p の順とする。まず，E1において双方の国で所有権
が行使されているとする。つまりp <`pとなる。次に，国1で所有権行使の費用が増加し，これ
によりp がpよりも高くなったとする12)。所有権行使の費用増加以降の国1における閾値の価格
をp 

<`pとする。この変化により，国1において，所有権が行使される状態からオープンアクセ
スへと森林の管理体制が変化する。さらに，国1での所有権行使の費用の変化により，国2におい
ても，所有権が行使される状態からオープンアクセスへと森林の管理体制の変化が引き起こされる
可能性がある。それを示したのが次の命題である。

命題3 均衡 E1において，双方の国で所有権が行使されているとする。国1においてLが増加し
p 

<`pとなった場合を考える。この変化により，もしp*<` p においてH p*=H
 p*が成

立し，かつH p**=H
 p**となるようなp**>` p がなければ，双方の国で森林の管理体制が

所有権を行使した状態からオープンアクセスに切り替わる。

図6はLが変化した場合に起こりうる効果を示している。世界の木材の需要曲線は D′′である
とする。このとき，変化前には e と f の2つの均衡がある。点 e における世界価格はpである。次
に，国1でLが上昇し，p  がp 

`>pとなるようなp 
 に上昇することを考える。このとき，国1

の閾値価格は木材の世界価格よりも高いので，国1の森林所有者は所有権を行使することを止め
る。その結果，定常状態での木材の世界の供給曲線の一部が変化する。より正確には，p とp 

の
間において，定常状態での木材の世界供給曲線が右にジャンプする。図6では，H

の点線部分
は，この変化後の供給曲線の一部として含まれておらず，これは，点 e がもはや均衡点ではないこ
とを意味する。変更後の定常状態での唯一の均衡点は点 f になるため，国1だけでなく国2も森林
の管理体制を所有権が行使された状態からオープンアクセスに切り替えることになる。このよう
に，ある国で所有権行使の費用が増加することで，その国だけでなく，他の国でも所有権が行使さ
れた管理体制からオープンアクセスに切り替わる可能性がある。

12) 例えば，森林の伐採をやり易くする新たに改良された伐採機器または輸送機器をオープンアクセスの伐採者が
使用できるようになったような場合に，所有権行使の費用が増加すると考えられる。
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なお，命題3では，資源管理のオープンアクセス化の伝播が，異なる場所に立地する資源間にお
いて，市場を通じた相互作用によって起こりうる可能性を示したにすぎない点に留意されたい。資
源管理のオープンアクセス化の伝播が発生しないケースもありえて，いずれのケースが発生する可
能性が高いかを先験的に言うことはできない。

p̅’1

p

p̅2

p̅1

1/αK

0 rK/4 rK/2 H

f

d
c

e
b

HWss

D

D'
D''

D'''

pW

p＊

図6：2大国にケースにおいてLの増加による資源管理体制の切
り替え

Ⅴ 結論

本稿では，ある国における再生可能資源のオープンアクセスでの採取が，資源財の世界価格の変
化によって，他国における再生可能資源の採取や保全にどのような影響を与えるかを分析した。資
源の所有権の行使に費用がかかるため，資源の所有者は，所有権を行使するか否かを内生的に決定
する。所有者が所有権を行使しないことを選択した場合に，資源はオープンアクセスの状態で採取
される。

小国開放経済の場合には，資源財の世界価格における外生的な低下が，定常状態での資源ストッ
クの減少と産出量の増加につながる可能性のあることを示した。その要因としては，価格の下落に
よって，森林の管理体制が所有権の行使された状態からオープンアクセスへ切り替わるからであ
る。さらに，資源財を輸出する複数の大国が存在する場合についても分析した。そのようなケース
では，ある国で所有権行使の費用が上昇し，その国で森林の管理体制が所有権の行使された状態か
らオープンアクセスに切り替わると，他のいくつかの国でも森林の管理体制が所有権の行使された
状態からオープンアクセスに変わる可能性があることを示した。2つの輸出国の簡単な例を示した
にすぎないが，輸出国が n カ国の場合にも分析を拡張することができる。本稿の分析から，違法
伐採の問題を解決するための国際社会の現在の取り組みに対して有用な示唆を引き出すことができ
る。欧州連合（EU）などの木材と木材製品の主要な輸出国は，これらの製品の輸出国と二国間協
定を締結して違法伐採の問題と戦おうとしている。二国間協定では，締約国は合法的に伐採された
木材と木材製品しか貿易の対象とすることができない。その場合，ある輸出国といくつかの輸入国
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の間の二国間協定は，木材の世界的供給を減らし木材の価格を上げることによって，条約の締結国
だけでなく，他の国での違法伐採を減らすことができることを示すことができる。

さらに，本稿での分析の拡張および一般化を考えることもできる。本稿ではまず，資源ストック
の自然成長関数について特定の関数形を使用した。本稿で使用した関数形は，関連する先行研究で
はかなり標準的なものであるが，再生可能資源の種類によっては他の関数形の方が適切な場合があ
る。例えば，よく知られた成長関数の1つとして，資源ストック量がある臨界レベルを下回ると成
長率がマイナスになる関数がある（Clark, 1990）。そのような関数形が該当する資源については，
オープンアクセスの下で，定常状態に至る過程で資源の枯渇が起こりやすい。そのため，違法採取
の影響がより深刻なものとなると予想される。

第二に，収穫関数も一般化することができる。本稿では Schaefer 型生産関数を用いた。ストッ
クの大きさに対する収穫コストの感度を考慮すると，収穫関数はH=αSL のようになる

（β∈0，1）。βの減少により，オープンアクセスの下での定常状態での供給が縮小する。しかし，
β ＞ 0 である限り，結果は定性的には変わらない。

第三に，本稿では，所有権行使の費用は固定的であり，資源の管理体制は二元的であることを仮
定したが，所有権の行使の中間的なレベルと可変的な費用を許容するのがより一般的である。その
ような一般化の下では，1つの国において，合法的に採取された資源財と違法に採取された資源財
の両方が供給されるかもしれない。しかし，Hotte et al.（2000）は，資源が対称的である限り，合
法的に採取された資源財と違法に採取された資源財の両方が供給されることは起こらないことを示
している。仮に，合法的に採取された資源財と違法に採取された資源財が混在して供給されること
が起こったとしても，価格の下落が資源ストックの減少を伴う供給の増加を起こす可能性があると
いう本稿の主要な結果は，価格の下落による所有権行使の誘因に対する影響が違法採取の誘因に対
する影響を上回る限り，一般的に成立する。

最後に，本稿では，輸入国における再生可能資源の採取や資源ストックへの影響は分析していな
い。輸入国による資源財の貿易制限は，国内の資源保護を目的としたものである可能性があるた
め，そうした分析を行うことは重要と考えられる。
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付 録
命題1の証明：

（i）定義により，p=pにおいてH
p=H

pとS
p=S

 pである。（10）式およびw=1

よりdS
 pdp=－1αp

 `<0となる。したがって，p>pに対してS
<S

pが成立する。同
様 に，（11）式 お よ び w=1 よ り，dH

pdp=rαKp
 2αKp－1 と な る。そ こ で，

S
=1αp`><K2 に 対 し て dH

pdp`>< 0 で あ り，S
 p<K2 と と も に

H
p=H

pである。もしp=pであれば，p=pにおいてのみH
p=H

pが成立する。し
たがって，p∈p, p の範囲の任意の価格に対してH

p`<H
pが成立する。もしp `<pで
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あれば，p=pにおいて所有権は行使される。そのことは，p∈p, p の範囲の任意の価格に対
してH

p<`H
pが成立することを示唆する。

（ii）p `>pであるから，p=pとp=pにおいてH
p=H

pが成立する。すると，（i）の証明
を用いて，p∈p, pに対してH

p`<H
pであることを示すことができる。（証明終わ

り）

命題2の証明：
（i）i 国の定常状態における供給関数は，p`<p にはH

p，p`>p にはH
pによって与えられる。

H
p=H

p が 成 立 す る の は p=1αK か つ p=p の と き だ け で あ る。p`<p の と き は
H

p`<H
pが成立する。2つの国の違いはLだけであるから，同じH

p（（7）式）とH
p

（（11）式）が両国に適用される。したがって，定常状態における供給関数は（14）式によって与え
られ，p において不連続である。いま次式を定義する。

∆p=H
p－H

p=rαpαKp－13－αKp4αKp （A.1）
p`>p であるから，H

 p －ε－H
p =∆（p ）>`0となる。H

 pはp`>p とp∈［p , p ）と
p`<p において連続的である。よって，H pが命題に示されている条件を満たすなら，H p

とH
 pは交点をもつ。

（ii）あるp`>pを満たすpとpについてH
 p`<H

 pが成立するから，dH pdp<`0である
H pに対して，H

 p=H pとH
 p=H pも成立する。

（iii）いまH p －ε`>H
 p －εが成立すると想定する。dH pdp<`0であるから，p≥p で

あるような p に対してH p`<H p －εが成立する。他方，H
 p `<H

 p －εであり，
lim


H
 p`>H

 p －ε である。さらに，H
 p －ε－H

 p =∆p >`0 かつ H
 p は p≥p  と

p∈［p , p ）であるような p に対して連続的である。したがって，p≥p においてH pと
H

 pは交点をもつ。
（iv）いまH p `<H

 p が成立すると想定する。dH pdp<`0であるから，p`<p であるよ
うな p に対してH p`>H p が成立する。他方，H

 p `<H
 p －εでありH

 1αK =0で
ある。さらに，H

 p －ε－H
 p =∆p >`0かつH

 pはp`<p とp∈［p , p ）であるような p
に対して連続的である。したがって，p`<p においてH pとH

 pは交点をもつ。（証明終わり）

命題3の証明：
モデルの設定より，H

 p=H pが成立する。Lの上昇によりp 
`>pが成立するとき，価

格p∈［p , p 
）において国1の供給はH

pからH
pに切り替わる。その結果，価格p∈［p , p 

）
においてH

 pは不連続に拡大する。p∈［p , p 
）であるから，変化後にH

 p`>H pが
成 立 す る か も し れ な い。も し p*`<p  に お い て H p*=H

 p* が 成 立 し，か つ
H p**=H

 p**となるようなp**`>p がないなら，p*は残る均衡のなかで最も高い均衡価格
の候補である。p*`<p であるから，国1だけでなく国2においても森林の管理体制の切り替えが
起きる。（証明終わり）
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